
 

Times PAY 加盟店規約（コード決済） 

 

加盟店は、パーク２４株式会社（以下「当社」といいます）が提供する、Times PAY を利用

したコード決済の利用については、「Times PAY 加盟店規約（コード決済）」（以下「本規約」

といいます）および当社が別途定める取扱細則（以下「細則」といいます）に従うものとし

ます。ただし、Union Pay QR コード決済については、「Times PAY 加盟店規約（クレジット

カード決済）」が適用されるものとします。 

 

第１条（用語の定義） 
本規約における各用語の定義は、別途定義されない限り以下のとおりとします。 
（１）Times PAY 

加盟店が共通のインターフェースを用いて当社が提供する複数の決済サービスを組

み合わせて利用することができるサービスをいいます。 
（２）コード決済サービス 

バーコード等から取引情報を読み取る方法で、第１２条に定める取引を行うことを 
可能とするサービスのことをいいます。 

（３）本決済サービス 
Times Pay を利用したコード決済サービスをいいます。なお、加盟店は、コード決 
済事業者が提供するコード決済サービスおよび機能の一部を加盟店が使用できない 
場合があることにあらかじめ同意するものとします。また、コード決済サービスは、 
当社により追加・変更・削除できるものとします。 

（４）本契約 
本規約に基づき当社と加盟店との間で成立した本決済サービスの利用契約をいいま 
す。 

（５）加盟店 
本決済サービスの利用について当社との間で本契約を締結した法人または個人をい 
います。 

（６）商品 
加盟店が顧客に対し販売または提供する物品、ソフトウェア、サービス、デジタル 
コンテンツおよび権利等をいいます。 

（７）顧客 
加盟店から商品を購入しまたは商品の提供を受ける法人または個人をいいます。 

（８）加盟店契約 
加盟店とコード決済事業者との間で成立する、コード決済サービス利用のための契 
約をいいます。 
 



（９）コード決済事業者 
各コード決済サービスを提供している事業者の総称をいいます。また、コード決済事

業者およびコード決済事業者が現在または将来において提携する会社を「コード決

済事業者等」といいます。 
（１０）バーコード等 

コード決済サービスに対応した QR コードやバーコードをいいます。 
（１１）決済端末 

本決済サービスにあたり当社またはコード決済事業者等が加盟店に譲渡または貸与

したコード決済にかかる端末をいいます。 
（１２）請求代金 

加盟店が顧客との間で締結した商品の売買契約または提供契約等（以下総称して「売

買契約等」という）に基づき顧客に対して請求権を有する代金または対価（送料、消

費税相当額等、購入に必要な一切の金額を含む）をいいます。 
（１３）手数料 

本規約に基づき加盟店がコード決済サービスを利用するにあたり、コード決済事業

者等および当社に対して支払う手数料をいいます。 
（１４）営業秘密等 

当社およびコード決済事業者等から提供されるコード決済サービス等に関する秘密

情報その他秘密として取り扱われるのが相当な本契約および加盟店契約に係る一切

の情報をいいます。 
（１５）提携クレジットカード会社 
   コード決済事業者が提携するクレジットカード等（クレジットカード、プリペイドカ

ード、デビットカードその他これに準じる支払手段をいいます。以下同様です）に関

する事業者をいいます。 
（１６）不正コード 

コード決済サービスにおいて利用されるコード（以下「コード」という）のうち第三

者によるサーバー乗っ取りその他不正な方法により発行されたものであって、コー

ド決済事業者およびコード決済事業者の提携先以外で正規に発行されていない不正

または不当に複製されたものをいいます。 
（１７）ゲートウェイ事業者 
   ゲートウェイサービスを提供する事業者の総称をいいます。 
（１８）ゲートウェイサービス 

コード決済サービスの利用のために決済ゲートウェイを通じプロセシング等に関わ

る機能をいいます。 
 
第２条（包括代理権） 
加盟店は、以下の各号につき当社に包括代理権を付与するものとします。 



（１）コード決済事業者等への加盟店の申請 
（２）コード決済事業者等への加盟店に関する届出 
（３）コード決済事業者等への売上請求確定（売上データの作成、立替金請求手続等）に関

する業務 
（４）コード決済事業者等との間の立替金の受領および手数料の支払に関する業務 
（５）返品等による決済代金の返還に関する業務 
（６）コード決済事業者等から加盟店に対する通知等の受領 
（７）その他、当社および加盟店が合意し、コード決済事業者等が承認した業務 
 

第３条（求償） 
加盟店は、加盟店が本契約に基づきコード決済事業者等に対して負う義務について、当社が

加盟店に代わりコード決済事業者等に履行した場合には、直ちに求償に応じその他必要な

措置を講じるものとします。 
 
第４条（本契約の成立） 
１．加盟店になろうとする者（以下「申込者」といいます）は、コード決済サービスによる

取引を行う店舗・施設を指定し、本規約の各条項に同意した上で当社所定の方法で申込

を行い、当社は加盟店として適当であると認めた申込者につきコード決済事業者等に

対して加盟店としての適否の審査を依頼するものとします。 
２．第１項の結果、当社およびコード決済事業者等が加盟店として適当と認め、当社が当社

所定の方法により申込を承諾した日をもって、本契約ならびに申込者とコード決済事

業者等間の加盟店契約が成立したものとします。なお、本契約に基づく加盟店は、当社

の「Times PAY 加盟店規約（クレジットカード決済）」の各条項に同意した上で当社所

定の方法で申込を行い、当社が「Times PAY 加盟店規約（クレジットカード決済）」の

加盟店として適当であると認めた者であることを条件としますが、加盟店としての選

定条件はこれに限られません。 
３．当社が申込者を加盟店として不適当と認めた場合には、当社は第１項の申込を拒否する

ことができるものとします。当社は申込者にこの旨を連絡しますが、この場合、当社は

拒否の理由を開示しないこととします。なお、原則として、申込の際に提出を受けた申

込書等の返却は行わないものとします。 
 
第５条（加盟店の責任） 
１．加盟店は、本規約および細則、ならびに別紙記載のコード決済事業者等が定める規約等

（関連する特約・ガイドライン等を含み、以下「コード決済サービス規約」といいます）

の各条項を承諾し、これらを遵守するものとします。 
２．加盟店が、本決済サービスを利用した取引で、加盟店の責に帰すべき事由により当社ま

たはコード決済事業者等に損害を与えた場合は、当社またはコード決済事業者等が被



った一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 
３．加盟店は、その責において、顧客に販売した商品については誠意をもってサービスにあ

たり、万全を期するものとします。 
４．加盟店と顧客との本決済サービスを利用しない取引については、加盟店が一切の責任 

を負うものとします。 
５．加盟店は、本決済サービスを利用するすべての取扱店舗内外の見やすいところに当社の

指定する加盟店標識を掲示するものとします。 
 
第６条（届出事項の変更等） 

１．加盟店は、当社に対して届け出ている商号、代表者の氏名および生年月日、所在地、電

子メールアドレス、取扱店舗、連絡先、ＵＲＬ、法人番号、取扱商材および販売方法ま

たは役務の種類および提供方法、指定預金口座等加盟店申込書または本規約に定める

申告・届出事項等に変更が生じた場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届出るも

のとします。 

２．加盟店は、前項の届出がないために当社またはコード決済事業者等からの通知またはそ

の他送付書類、本規約または加盟店契約に規定する振込金が延着し、または到着しなか

った場合には、通常到着すべきときに当該加盟店に到着したものとみなされても異議

ないものとします。 

３．本条第１項の届出がなされていない場合でも、当社およびコード決済事業者等は、適法

かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更

があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る本条第１項の届出があった

ものとして取り扱うことがあるものとします。なお、加盟店は当該取扱いにつき異議を

述べないものとします。 
 
第７条（加盟店への指導） 

当社は、加盟店がコード決済事業者等およびゲートウェイ事業者に対する一切の義務

および責任を果たすよう必要な指導、連絡、管理等を行うものとし、加盟店はこれに承

諾するものとします。 
 
第８条（クレジットカード等取引） 
１．加盟店は、コード決済サービスにおけるクレジットカード等の支払いに関する提携クレ

ジットカード会社との間の加盟店契約については、コード決済事業者がその契約当事

者となることを確認します。 
２．加盟店は、コード決済事業者が、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、

加盟店がコード決済事業者に提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する

場合があることについて、あらかじめ同意するものとします。 
 



第９条（事前承認） 
加盟店は、顧客からコード決済サービスの利用の申込みがあった場合、第１２条にしたがっ

てコード決済事業者の事前の承認を得るものとします。万が一、コード決済事業者の事前承

認を得ないで顧客にコード決済サービスを利用させた場合、加盟店は、コード決済サービス

を利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとします。 
 
第１０条（顧客との売買契約等の締結） 
１．売買契約等の締結は、加盟店と顧客との間で行うものとして、当社およびコード決済事

業者等は一切関与しないものとします。 

２．加盟店は、加盟店の責任において、顧客が売買契約等を締結する能力および権限を有す

ることを確認して顧客と売買契約等を締結するものとします。 

３．加盟店は、顧客と締結する商品に関する売買契約等を以下の条件を満たす内容にするも

のとします。 

（１）売買契約等の請求代金の金額が当社およびコード決済事業者等が定める基準を

満たしていること 

（２）特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関係法令に違反しないこと 

（３）公序良俗に反しないこと 

 
第１１条（広告方法、内容等） 
１． 加盟店は、商品の販売または提供にかかる請求代金の決済に各コード決済サービスが

利用できる旨の広告（オンラインによる広告も含む）を行う場合、次の各号の規定を遵

守しなければならないものとします。 

（１）特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費

者契約法、不当景品類および不当表示防止法その他関係法令に違反しないこと。 

（２）虚偽、誇大な表現等により利用者に誤認を与えるおそれのある表示をしてはなら

ないこと。 

（３）加盟店が販売または提供する商品について、顧客にあたかも当社またはコード決

済事業者等が販売、提供または保証しているかのような誤認その他当社または

コード決済事業者等が何らかの関連を有するとの誤認を与える表示をしないこ

と。 

（４）公序良俗に反する表現および社会風俗に著しい悪影響を与えるおそれのある表

現を使用してはならないこと。 

（５）公序良俗に反するサイト・媒体、反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いた

サイト・媒体および異性紹介事業等出会いを目的としたサイト・媒体において広

告宣伝を行ってはならないこと。 

（６）公序良俗に反するサイトの仮想通貨・ポイント等サイトの利用権利を得ることを

目的としたサイト・媒体（いわゆるインセンティブ広告）において広告宣伝を行



ってはならないこと。 

（７）電子マネー、現金等の取得を目的としたサイト・媒体（いわゆるインセンティブ

広告）において広告宣伝を行ってはならないこと。 

（８）違法サイトにおいて広告宣伝を行ってはならないこと。 

（９）顧客に商品の購入・利用の意思がないままコード決済サービスでの決済をさせる

ことにつながる表示をしてはならないこと。 

２．加盟店は、商品の販売または提供にあたり、商慣習上合理的な範囲を超えて、電子マネ

ー、現金、物品その他の経済的利益を提供し、または第三者をして提供させてはならな

いものとします。また、加盟店は、その手段の如何を問わず、顧客に対し、現金等を得

る目的でコード決済サービスを利用することを勧奨し、または第三者をして勧奨させ

てはならないものとします。 

 
第１２条（コード決済サービスによる取引方法） 
加盟店は、コード決済サービスを利用した取引を以下の要領で行うものとします。ただし、

コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はそれに従うものとします。 
（１）顧客が、コード決済サービスを利用して商品を購入するに際し、加盟店に対して、ス

マートフォンその他の方法によってバーコード等を提示する。 
（２）加盟店は、決済端末によって上記のバーコード等を読み取り、バーコード等の情報を

売上情報等の決済データとともに通信回線を通じて当社指定のゲートウェイ事業者

に送信する。 
（３）当社指定のゲートウェイ事業者は、加盟店から受領した前号の売上情報等をコード決

済事業者に転送し、コード決済事業者に対して当該顧客がコード決済サービスを利

用することの可否を問い合わせる。 
（４）コード決済事業者は、当該顧客によるコード決済サービスの利用を承認する場合には、

その旨を当社指定のゲートウェイ事業者に通知し、当社指定のゲートウェイ事業者

は同通知を当該加盟店に転送する。 
（５）加盟店は、（４）の通知を受けた場合、顧客に対して商品を引き渡しまたは提供する。 
（６）当社は、当社所定の方法・頻度（締日・支払日等）で、商品の代金および消費税の合

計額を加盟店に対して通知し支払う（以下「立替金」という。）この際、当社は第１

８条第 2 項に従って所定の手数料等を控除することができる。ただし、本条に従っ

てコード決済事業者所定の処理が完了しなかった場合には、立替金を支払われない

ものとする。なお、立替金には、当社およびコード決済事業者等が支払いを留保また

は拒絶した場合の商品の代金は含まないものとする。 
 
第１３条（立替金の支払等）  
１． 顧客がコード決済事業者に対して売買契約等の代金にかかる支払留保・拒絶、支払済み

の金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済取消等を求めた場合であって、当社



またはコード決済事業者等が加盟店に求めた場合には、加盟店が顧客との間でこれを

解決するものとし、当社およびコード決済事業者等に迷惑をかけないものとします。こ

の場合であって、当社およびコード決済事業者等に損失が生じた場合、加盟店は当社の

求めに応じてこれを補償するものとし、その分は当社から加盟店への支払（本契約に基

づかない支払いを含む）から差引充当されるものとします。 
２． 理由を問わず、コード決済事業者等から当社に対して所定の立替金の支払がなされな

い場合、当社は、立替金（当該時点以降に支払が予定されているもの全て）の支払をし

ないものとします。また、すでに当社が支払済みの場合、加盟店は、当社の求めに応じ

て当社から支払われた立替金を当社に返還するものとします。 
３． 加盟店は、本契約で別に定める場合を除いて、当社またはコード決済事業者等が認めな

い限り、商品の売買等の代金を顧客に対して直接請求し、または受領してはならないほ

か、コード決済事業者等が立替払等により取得した債権を回収するために必要な一切

の手続きにコード決済事業者等の指示に従って協力するとともに、それらの履行に必

要な一切の権限をコード決済事業者等に対して授与するものとします。 
 
第１４条（紛議等） 
１． 加盟店は、顧客に対して販売または提供した商品に関して顧客との間で紛議が発生し

た場合は遅滞なく紛議を解決するものとし、当社およびコード決済事業者等に対して

迷惑をかけないものとします。 
２． 前項の紛議その他の理由により、顧客がコード決済事業者に対して売買契約等の代金

にかかる支払留保・拒絶、支払済みの金員の返還・差引充当、取引の取消・解除、決済

取消等を求めた場合には、これが解決するまで当社およびコード決済事業者等は第１

３条の立替金の支払いを保留することができ、また、顧客に対して返金することもでき

るものとします。また、すでに当該立替金を当社が加盟店に支払済みの場合は当社が指

定する方法により当社に返金するものとします。 
３． 前２項で定める場合において、当社またはコード決済事業者等に損失が生じるときは、

加盟店は、当社の求めに応じてこれを補償するものとし、当社は当該金額を加盟店への

支払（本契約に基づかない支払いを含む）から差引充当できるものとします。 
 
第１５条（返品等） 
１．加盟店は、売買契約等の取消し等により商品の返品があった場合には、当該商品が返品

された日を基準日として取引の取消しを受け付け、当社またはコード決済事業者等所

定の期限までに取消情報（取消しの対象たる請求代金にかかる売上情報）を当社または

コード決済事業者等に対して送付するものとします。 
２．加盟店は、前項により立替払等の対象外とした請求代金にかかる立替金を受領している

場合、当該立替金を直ちに当社が指定する方法により返還するものとします。ただし、

当社またはコード決済事業者等は、次回以降の立替金の支払から当該取消しにかかる



金額を控除することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。 
 
第１６条（請求代金の立替払の解除等） 
１．当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、以下の事由が生じた場合には

これを立替払の対象外とすることができるものとします。 
（１）売上情報が正当なものでないとき 
（２）売上情報の記載内容が不実または不備であるときもしくはその疑いがあるとき 
（３）コード決済事業者の承認を得ずコード決済サービスを利用して商品の販売また

は提供を行ったとき 
（４）顧客より自己の利用によるものではない旨の申出が当社またはコード決済事業

者等に対してなされたとき 
（５）顧客より加盟店に対する抗弁を当社またはコード決済事業者等に対して主張さ

れたとき 
（６）加盟店が顧客との間の売買契約等に違反したとき 
（７）顧客との紛議が解決されないとき 
（８）請求代金に係る債権またはコード決済事業者に対する立替払請求権を第三者に

譲渡したとき 
（９）提携会社が、正当な理由によりコード決済事業者からの請求代金債権の譲渡につ

き拒否しもしくは異議を唱えたとき 
（１０）コード決済サービスの利用につき不正行為が行われたとき 
（１１）コード決済事業者の責めに帰すべき事由がなく、不正コードが利用された場合 
（１２）その他本規約に違反してコード決済サービスが利用されたとき 

２．当社は、立替払の対象として確定した請求代金について、前項に定める各事由のいずれ

かに該当する疑いがあると認めた場合は、調査が完了するまで、立替金の支払いを留保

できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとします。調査開始日から

３０日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該請求代金を立替払の対象外

とすることができるものとします。この場合、加盟店は、当該調査に協力するものとし

ます。 
 
第１７条（売上情報等の送信） 
１．当社およびコード決済事業者等が加盟店に代わってコード決済事業者に送信する売上

情報等については、決済端末において読み出し可能となった時点で到達したものとみ

なします。なお、コード決済サービス規約に別段の定めがある場合はこれが優先します。 
２．加盟店から送信された売上情報等がデータ化け等により読み出し不能な場合において、

当社およびコード決済事業者等が必要な措置を講じるときは、加盟店はこれに協力す

るものとします。 
 



第１８条（手数料） 
１．加盟店は、本決済サービスの利用にあたって、当社所定の手数料を支払うものとします。 
２．加盟店は、前項の手数料その他の当社またはコード決済事業者等に対する債務（本契約

に基づかない債務を含む）について、当社およびコード決済事業者等からの支払（本契

約に基づかない支払いを含む）から差引充当されることにあらかじめ承諾するものと

します。ただし、これに不足がある場合には別途当社が指定する方法によって当社に対

して不足分を支払うものとします。 
３．手数料等の額は、経済情勢の変化、当社がコード決済事業者等に支払う手数料の変更そ

の他の事情により加盟店と当社との協議により変更することができるものとします。

また、法令の制定、改正等により、消費税率に変更があり、またはその他の税金が課さ

れたときは、手数料等の額は当然に変更されるものとします。 

 
第１９条（加盟店業務の適切性確保） 
加盟店は本規約に関する業務を適切に行うよう、以下の事項を遵守するものとします。 
（１）当社がコード決済事業者等から加盟店に対する連絡（不正コードを認知した場合に

おける利用者に対する告知を含む）、通知、指示等を受けた場合は、加盟店は必要

な協力を行うものとします。 
（２）加盟店は、コード決済サービスを取扱うにあたり法令等およびコード決済サービス

規約を遵守するものとします。当社は必要と判断した場合、またはコード決済事業

者等から要請があった場合には、加盟店に対し、業務の改善や指導を行うこととし

ます。 
（３）加盟店はTimes PAY加盟店規約（クレジットカード決済）およびコード決済サービ

ス規約に定める取扱禁止商材を取扱わないこととします。 

（４）当社およびコード決済事業者等は、加盟店がコード決済サービスの利用を開始した後

も随時加盟店の商品の確認を行うことができるものとし、不適当と判断したときは、

いつでも加盟店へのコード決済サービスの提供を停止することができるものとしま

す。ただし、当社およびコード決済事業者等は、商品について、事前・事後を問わず、

その内容等の審査を行うことを保証するものではなく、コード決済サービスの提供

停止その他の措置に関し、何らの義務や責任も負担するものではない。 

（５）当社およびコード決済事業者等が商品を不適当と判断した場合は、当社およびコード

決済事業者等の指示に従い、当該商品の取扱いを中止する等必要な措置を講じなけ

ればならないものとします。 

（６）加盟店は、売買契約等の債務不履行、商品の瑕疵、第三者の権利侵害その他の理由に

より、当社およびコード決済事業者等と顧客その他の第三者との間で紛争が生じた

ときは、自らの費用および責任においてこれを解決するものとします。 

（７）前号にかかわらず当社およびコード決済事業者等は、自ら利用者その他の第三者との

前号の紛争を解決することもできるものとします。 



（８）加盟店は、コード決済サービスを利用して加盟店の商品の購入または提供の申込みを

行った顧客に対し、現金払いや他の決済手段の利用を要求すること、現金払いやその

他の決済手段により請求代金の支払いをする者と異なる金額を設定すること若しく

はコード決済サービス利用の対価を請求すること等利用者に不利となる差別的扱い

をしてはならないものとします。 

（９）加盟店は、不正コードと明らかに判別できるコードでの決済を行わないものとし、顧

客が加盟店での当該コードでの決済を希望した場合には、その利用を断るとともに、

当社に対し速やかに以下の内容を通知するものとします。 

  ①発生日時 

②発生場所 

③コード決済サービスの種類 

④コードの件数 

⑤その他必要事項 

（１０）加盟店は、コード決済サービスまたはシステム等の不具合により、以下のトラブル

が生じた場合、当社の指導に従って対応するものとします。 

①コードの残額の読み取りができない場合 

②コードのデータの更新ができない場合 

③その他加盟店と顧客との間でコードの取扱いに関して事故またはトラブルが生

じた場合 

 
第２０条（商品の所有権） 
１．コード決済サービスを利用した売買契約等に基づく商品の所有権は、当該立替金等がコ

ード決済事業者から当社またはコード決済事業者の提携会社に支払われたときにコー

ド決済事業者に移転するものとする。ただし、第１５条（返品等）の定めに従って取消

情報が当社またはコード決済事業者等に送付された場合、請求代金に係る商品の所有

権は、第１３条に基づき当社またはコード決済事業者の提携会社が当該立替金等をコ

ード決済事業者に返還したときに、加盟店に戻るものとする。 

２．商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社またはコード決済事業者等が必要と認め

たときは、当該加盟店に代わって商品を回収することができるものとします。 

 

第２１条（差押えの場合） 
加盟店が当社またはコード決済事業者等に対して保有する立替金等の請求債権について、

差押え、滞納処分等があった場合、当社およびコード決済事業者等は、所定の手続きに従っ

て処理するものとし、当該手続きによる限り、加盟店に対して、遅延損害金等を支払う義務

を負わないものとします。 
 
 



第２２条（相殺） 
１． コード決済事業者等は、加盟店に支払義務を負う立替金等とコード決済事業者等が当

該加盟店に対して有する支払い期日の到来した債権とをいつでも相殺することができ

るものとします。 
２． 前項により、コード決済事業者等から当社に対して支払いがなされなかった金額につ

いて、当社は第１２条に関わらず加盟店への支払いを行わないものとします。また、す

でに加盟店へ支払済みの場合には、当該加盟店は当該金額を当社に対して当社の求め

に応じて直ちに返還するものとします。 
 
第２３条（中途解約） 
加盟店または当社は、相手方に対して２ヶ月前までに書面により解約日を通知することに

より、いつでも本契約を中途解約することができるものとします。この場合、相手方は事

由の如何を問わず、損害賠償を請求できないものとします。かかる中途解約通知に中途解

約日が定められていない場合には、当該書面到達の日（第６条第２項の場合を含みます）

から２ヶ月を経過した日を中途解約日とします。ただし、中途解約日以降にコード決済事

業者等より代理受領した決済代金があった場合には、当社は、当該代金引渡事務完了まで

残存事務を遂行するものとします。 
 
第２４条（契約の解除） 

１．加盟店が次の事項に該当する場合には、当社は加盟店に催告することなく直ちに本契約

を解除できるものとし、これにより当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとしま

す。なお、本条に基づく解除がなされた場合、前条ただし書きが準用されるものとしま

すが、コード決済事業者等が第１６条に基づき立替払を取消または支払いの留保をし

ていたときは準用しません。 
（１）本契約に違反し、かつ、相手方が書面によってかかる違反行為の是正を求めたに

もかかわらず、違反当事者が相当期間経過後も当該違反行為を解消しなかった

とき 
（２）営業停止または業務に必要な免許の取消等の処分を受けたとき 
（３）手形交換所の不渡処分を受けたとき、または支払い停止状態に至ったとき 
（４）差押、仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき 
（５）破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の申し立てをし、または申し立て

を受けたとき 
（６）解散または合併を決議したとき 
（７）財政状態が著しく悪化し、または悪化する恐れがあるとき 
（８）加盟店申込書または本規約に定める届出（第６条を含む）の記載事項に虚偽の事

実が判明した場合 
（９）コード決済サービスを悪用していることが判明した場合 



（１０）決済端末をコード決済サービスによる取引以外の目的での使用や第三者に使

用させた場合 
（１１）加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合 
（１２）顧客からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合 
（１３）加盟店もしくは従業員による顧客情報の濫用または加盟店設置の決済端末か

らのデータの流出が判明した場合 
（１４）特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連法令に違反していることが判

明した場合 
（１５）その他本契約に違反し、または当社が加盟店として不適当と認めた場合 

２．本条による本契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げないものとし 
ます。 

３．加盟店が第１項のいずれかの事項に該当した場合、本契約の解除の有無にかかわらず、

コード決済事業者等は何らの通知を要することなく、コード決済事業者等と加盟店の

加盟店契約に基づく債務の全部または一部（当該事項の発生前に生じていた債務か、発

生後に生じた債務かを問わない）の支払いを留保することができるものとします。この

場合、コード決済事業者等は、当該事項の発生前からコード決済事業者等の履行遅滞に

より発生していた遅延損害金（もしあれば）を除き、債務の留保に伴う遅延損害金を負

担しないものとします。 
４．加盟店が第１項のいずれかの事項に該当した場合、本契約またはコード決済事業者等と

加盟店の加盟店契約に基づき当社またはコード決済事業者等が加盟店に対して負担す

る一切の債務と加盟店が当社またはコード決済事業者等に対して負担する一切の債務

（いずれの債務も本契約に基づく債務か否かを問いません）は、当社またはコード決済

事業者等の判断により対当額で相殺することができるものとします。 
 

第２５条（契約期間） 

１. 本契約に基づく契約期間は、本契約成立の日から１年間とします。ただし、期間満了の

２ヶ月以上前に、当社および加盟店のいずれも本契約を更新しない旨の書面による意

思表示をしないときは、本契約は同一条件をもって１年間更新され、以後も同様としま

す。なお、本契約が終了した場合、第２３条ただし書きが準用されるものとします。 
２. 前項の定めにかかわらず、加盟店が本決済サービスを 1 年間のうち一度も利用しなか

ったときには、本契約は当該未利用期間(1 年間)の経過をもって当然に終了するものと

します。 
３. 第 1 項の定めにかかわらず、加盟店が「Times PAY 加盟店規約（クレジットカード決

済）」の加盟店でなくなった場合、本契約はその時点で終了するものとします。 
４. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合は、第４条第２項に基づき成立した加盟店

とコード決済事業者との加盟店契約も同時に終了するものとします。 
５. 当社とコード決済事業者等との包括代理店契約等が理由の如何を問わず終了した場合



は、本契約および第４条第２項に基づき成立した加盟店とコード決済事業者との加盟

店契約も同時に終了するものとします。 
 

第２６条（契約終了時の加盟店の義務） 

１．本契約が終了した場合でも、契約終了日までに行われたコード決済サービスによる取引

は有効に存続するものとし、当社および加盟店は、当該取引を本契約に従い取扱うもの

とします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務がある場合には、

加盟店は直ちに当該債務を履行するものとします。ただし、当社および加盟店が別途合

意をした場合はこの限りではありません。 
２．加盟店は、本契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標

識をとりはずすとともに、当社から貸与または交付されていた決済端末、書類、物品等

の一切を速やかに当社に返却し、以後、顧客との取引にあたり、本契約に基づく決済を

行わないものとします。また、加盟店の本契約に基づく当社に対する未履行の債務があ

る場合には、加盟店は直ちに当該債務を履行するものとします。 
３．加盟店は、本契約が終了する場合（契約終了事由を問わない）または本契約に基づくコ

ード決済サービスの一部もしくは全部の取扱いが終了する場合であって当社またはコ

ード決済事業者等から求められた場合は、終了するコード決済サービスについて、当該

コード決済サービス提供終了の旨を利用者に告知することに同意します。 

４．加盟店は、前項の場合には、コード決済事業者が終了するコード決済サービスに関して

法令の許容する範囲内でコード決済事業者の定めた処置を行うことを当該加盟店の店

舗内等に掲示すること、またはこれらについて記載された書面を店舗内等に備え置く

ことに同意します。なお、当該掲示内容は、当社またはコード決済事業者等が指示する

ものとし、掲示内容に伴う問合せ先およびその処置の責任者はコード決済事業者であ

る旨を明記することとします。 

５．加盟店は、前各項に限らず、本契約の終了に伴って、当社またはコード決済事業者等の

求める措置を行わなければならないものとする。 

 

第２７条（営業秘密等の守秘義務） 
１．加盟店は、営業秘密等を、当社の事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏

洩せず、本規約および加盟店契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとし

ます。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれな

いものとします。 
（１）当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報 
（２）当該情報を受領した後に、加盟店の責めに帰すべき事由によらずして公知となっ

た情報 
（３）当該情報を受領した時点で、当該加盟店が既に保有していた情報（守秘義務の制

約の下で開示された情報を除く） 



（４）当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことな

く適法かつ正当に開示を受けた情報 
２．加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等（以下「漏洩等」という）することがない

よう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 
３．加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した

場合に当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとしま

す。 
４．加盟店は、万一営業秘密等を紛失・毀損した場合またはその可能性がある場合には、直

ちに当社に連絡するとともに、対応措置を講じるものとします。この場合、加盟店は、

当社の指示により、紛失等の事故の原因を調査し、再発防止措置を講じるものとします。 

５．本条の定めは本契約終了後も有効とします。 
６．加盟店は、コード決済事業者が、加盟店契約に関する情報（加盟店、決済および注文に

関する情報を含みますが、これに限りません）を当社およびコード決済事業者等に開示

提供することにあらかじめ同意するものとします。 
 
第２８条（個人情報の守秘義務） 
１．加盟店は、加盟店が知り得た個人情報を、秘密として保持し、当社の事前の同意を得る

ことなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用

しないものとします。なお、第５条第１項に定めるコード決済サービス規約にて別段の

定めがある場合には、合わせてこれにも従うものとします（本条各項においても同様）。 
２．前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。 

（１）加盟店、当社およびコード決済事業者等間で交換される、顧客に関する情報 
（２）当社を経由せず、加盟店が受け取る顧客の個人に関する情報（加盟店の売上情報

等を含むが、これに限らない） 
（３）コード決済サービスを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録さ

れる顧客の個人に関する情報 
（４）以上の他、当社から加盟店が受け取るコード決済事業者等の営業担当者その他の

個人に関する情報 
３．加盟店は、個人情報を漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情

報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 
４．加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ち

に、当社に返却するものとします。但し、当社の指示があるときは、その指示内容に従

い返却または廃棄するものとします。 
５．本条の定めは本契約終了後も有効とします。 
 
第２９条（譲渡禁止） 
１． 加盟店は、本契約または加盟店契約に基づく契約上の地位およびこれによって生じた



権利義務の全部または一部を第三者に譲渡（合併・会社分割等の組織再編行為によるも

のであるかを問わない）し、担保に供し、その他処分できないものとします。また、加

盟店は、本契約または加盟店契約に基づいて生じた債務について、第三者に立替払いさ

せてはならないものとします。 

２． 仮に、本契約または加盟店契約に基づく契約上の地位が第三者に承継されたときは、当

該地位を承継したものは速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を添えて当

社に届け出るものとします。なお、この届出によって前項の違反が治癒されるものでは

ありません。 

 

第３０条（反社会的勢力の排除） 
１．加盟店は、加盟店（加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます）または

その役員もしくは従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５

年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロま

たは特殊知能集団等、その他これらの準ずる者（以下総称して「暴力団員等」といいま

す）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将

来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 
（１）暴力団員等が経営を支配しているとみとめられる関係を有すること。 
（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 
（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること。 
（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしてい

ると認められる関係を有すること。 
（５）役員または経営者に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有すること。 
２．加盟店は、加盟店（加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます）または

その役員もしくは従業員が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する

行為を行わないことを確約するものとします。 
（１）暴力的な要求行為 
（２）威力または詐欺的な要求行為 
（３）法的な責任を超えた不当な要求行為 
（４）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
（５）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社もしくはコード決済事業者等

の信用を毀損し、または、当社もしくはコード決済事業者等の業務を妨害する行

為 
（６）その他前各号に準ずる行為 

３．加盟店（加盟店の親会社および子会社その他の関連会社を含みます）またはその役員も



しくは従業員が暴力団員等もしくは第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各

号のいずれかに該当する行為をし、または第１項の規定に基づく表明・確約に関して虚

偽の申告をしたことが判明した場合には、当社は何らの催告を要せずに即時に本契約

を解除することができるものとします。この場合には、当社は何らの通知を要すること

なく、本契約に基づく債務の履行を留保することができるものとします。 
４．前項の規定の適用により、加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わな

いものとします。また、当社に損害が生じたときは、加盟店がその責任を負うものとし

ます。 
 
第３１条（その他の遵守事項、免責） 
１． 加盟店は、コード決済サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとしま

す。 
（１）関連法令および関係省庁のガイドライン等を遵守すること。 
（２）当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者その他第三者の著作権、肖像権、

知的所有権等を侵害しないこと。 
（３）公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのあ

る行為をしないこと。 
２． システム等の非保証 

（１）当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者がコード決済サービスのた

めに提供する各システムは、加盟店が利用する時点において当社、コード決済事

業者等またはゲートウェイ事業者が保有している状態で提供するものであり、

加盟店の予定している目的、要求および利用態様への適合性、有用性、有益性、

セキュリティ、権原があること、ならびに非侵害性、エラー、バグ、論理的誤り、

中断および不具合等がないことを保証するものではありません。 
（２）当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者は、前号のシステムについ

て、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵を修補する義務

を負わないものとします。 
（３）当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者が提供する情報（注文や決

済の情報を含みます）は、当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者

が正確性を保証するものではありません。 
（４）本決済サービス、コード決済サービスおよびゲートウェイサービスの利用におい

て第三者の提供するシステムの提供を受ける場合には、提供を受けるシステム

に瑕疵があることにより生じうる損害等は加盟店がその責任を負うものとし、

当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者はその責任を負わないも

のとします。 
３． 当社、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者は、故意または重大な過失がある

場合を除き、いかなる場合においても、本決済サービスおよびゲートウェイサービスに



関して加盟店に生じる損害について一切の責任を負わないものとします。 
４． 天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備およびその他機器の事故、通信事業者の

役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による

命令・処分・指導、疾病の流行等の公衆衛生に関する緊急事態、第三者による情報の改

竄や漏洩等により発生した損害、その他当社およびコード決済事業者等の責に帰する

ことのできない事由により、当社またはコード決済事業者等が本契約または加盟店契

約の全部または一部を履行できなかった場合、当社およびコード決済事業者等はその

履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約および加盟店契約上の義務を免除され

るものとします。 
 
第３２条（苦情対応等） 
１．加盟店は、コード決済サービスの利用および商品並びにゲートウェイサービス等に関す

る苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用

と責任で対応し、解決するものとします。 
２．当社またはコード決済事業者等が顧客等から加盟店のコード決済サービスの利用およ

び商品に関して苦情、問い合わせ等を受けた場合、加盟店は、自らの費用と責任をもっ

て当該苦情、問い合わせ等に対応し、解決するものとします。 
３．加盟店は、前二項における苦情、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者

保護の観点等から、可能な限り顧客の利益が最大（不利益が最小）となる解決をはかる

よう努めるものとします。 
４．加盟店は、コード決済サービスの利用および商品並びにゲートウェイサービス等に関し

て苦情対応その他のための連絡窓口を開設しなければならないものとします。 
５．加盟店は、当社またはコード決済事業者等が顧客等から加盟店のコード決済サービスの

利用および商品に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、当社またはコード決済事業

者等が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意

するものとします。 
 
第３３条（取引データの保持） 
加盟店は、コード決済サービスを利用して販売または提供した商品に関する売上金額等に

関する資料（電子的データ、書類）を自らの費用と責任において保管するものとし（加盟店

の費用と責任においてこれを保管させることを含みます。）、または当社またはコード決済

事業者等が当該資料の提出を要望した場合、すみやかにそれらを提出するものとします。 
 
第３４条（加盟店情報の取得・保有・利用） 
１．加盟店（代表者個人を含み、以下本条および次条において同じとします。ただし、文脈

上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除く。）は、加盟

審査、審査後の加盟店管理およびクレジットカード支払いにおけるクレジットカード



による決済の継続可否に係る審査、またはクレジットカード支払いに関する当社、コー

ド決済事業者等、ゲートウェイ事業者および／または提携会社の業務のために、加盟店

に係る次の各号に定める情報（以下これらの情報を総称して「加盟店情報」といいます。）

を当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がそれぞれ取得し、

当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携会社がそれぞれ適当と認め

る保護措置を講じたうえで両者で相互に提供し、当社、コード決済事業者等、ゲートウ

ェイ事業者および提携会社がこれを保有・利用することに同意するものとします。 
（１）加盟店の商号（名称）、所在地、郵便番号、電話（ＦＡＸ）番号、業態、 店舗情

報、代表者の情報（氏名、性別、住所、生年月日）等、加盟店が届出た情報  
（２）コード決済サービスおよびゲートウェイサービスの利用申込日、加盟店契約成立

日、加盟店契約終了日および加盟店による商品の販売または提供におけるコー

ド決済サービスの利用に関する情報   
（３）提携クレジットカード会社が取得した加盟店のクレジットカード利用状況、支払

状況、支払履歴等に関する情報（ただし、顧客が請求代金に相当する金額の支払

い方法としてクレジットカード支払いを選択したものに限ります） 
（４）加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報  
（５）当社、コード決済事業者等および提携クレジットカード会社が加盟店および公的

機関から適法かつ適正な方法により取得した加盟店に係る登記簿謄本、住民票、

納税証明書等の記載事項に関する情報 
（６）官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報 
（７）公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内

容について当社、コード決済事業者等および提携クレジットカード会社が独自

に調査して得た情報 
（８）破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立て

その他の加盟店に関する信用情報 
２．加盟店は、当社が加盟店情報のうち個人情報を、必要な保護措置を行ったうえで、以下

のとおり取扱うことに同意するものとします。 
（１）前項の目的のために、加盟店情報を収集、利用すること。 
（２）本契約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲

で、加盟店情報を当該委託先に預託すること。 
（３）当社グループおよび当社グループの提供するサービスの入会資格・会員資格その

他サービス提供の可否の確認・判断のために利用すること。 
（４）当社グループおよび当社グループの提携先が取り扱う商品、サービス、特典その

他おすすめ情報等のご案内のため（ダイレクトメール、メールマガジン、窓口に

おけるご案内など）に利用すること。 
（５）当社グループおよび当社グループの提携先が取り扱う商品、サービス等に関する

マーケティング活動のため（アンケート調査、キャンペーン、プレゼント発送、



購買分析など）に利用すること。 
（６）その他、上記（２）〜（５）に付随、関連する業務の遂行のために利用すること。 

３．加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、第１項から第２項

と同様に取扱うことに同意するものとします。 
４．加盟店は当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者および提携クレジットカード

会社が加盟店情報および売上情報の全部または一部を集計または分析し、新サービス

の展開、検討等に活用することをあらかじめ承諾するものとします。 
 
第３５条（加盟店契約終了後の加盟店情報等の利用） 
加盟店は、当社、コード決済事業者等、ゲートウェイ事業者およびその提携会社が、本契約

または加盟店契約終了後も自己の業務上必要な範囲で、法令等および当社、コード決済事業

者等、ゲートウェイ事業者および提携会社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用

することに同意するものとします。  
 
第３６条（規約等の変更） 
１．当社は、加盟店の事前の承認なしに、本規約および細則について、その変更内容を当社

ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、加盟店に告

知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームペー

ジに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ず

るものとします。 
２．当社は、加盟店に対して通知することにより、対象となるコード決済サービスの種類を

追加・変更・削除できるものとします。なお、追加されたコード決済サービスを加盟店

が利用する場合、当該コード決済サービスについての規約（本規約別紙に追加されるコ

ード決済サービス規約）に同意し、これを遵守するものとします。 
 
第３７条（ロゴ等の使用） 
１．加盟店は、当社およびコード決済事業者等のアプリ、ウェブサイト等の媒体に、加盟店

として、自らの名称またはロゴ等を掲載する場合があることに同意するものとします。 
２．加盟店は、コード決済サービス規約によって認められる範囲に限り、コード決済事業者

のロゴ等を使用することができるものとします。ただし、その使用について、当社また

はコード決済事業者等の提示する規定または指示がある場合は別途これに従うものと

します。 
 
第３８条（知的財産権） 
各コード決済サービスに関する知的財産権、所有権その他一切の権利はコード決済事業者

等またはコード決済事業者等が指定する第三者に帰属するものとします。 
 



第３９条（損害賠償） 
１．加盟店は、本規約に違反し当社またはコード決済事業者等に損害を与えた場合には、当

該損害を賠償するものとします。また、本契約に関する業務に係わる加盟店の行為によ

り当社またはコード決済事業者等に訴えその他の請求がなされた場合には、これを加

盟店の費用と責任において解決するものとし、当社またはコード決済事業者等に損害

が生じた場合には、これを賠償するものとします。 
２．加盟店が当社に対する金員の支払を遅滞したときは、支払うべき金員に対して年１４.

６％（年３６５日日割り計算）の遅滞損害金を付加して支払うものとします。 
 
第４０条（第三者からの申立） 
加盟店は、その営業に関連して、顧客を含む第三者からクレーム、主張、要求、請求、異議

等（以下「第三者クレーム等」という）を受けた場合、自らの費用と責任で当該第三者クレ

ーム等を処理解決するものとし、当該第三者クレーム等に関連して当社、コード決済事業者

等またはゲートウェイ事業者が損害を被った場合は、その全ての損害を直ちに賠償する責

任を負うものとします。ただし、当該第三者クレーム等が当社、コード決済事業者等または

ゲートウェイ事業者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。 
 
第４１条（コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者との窓口） 
１． 加盟店は、問い合わせについて一次的には当社に対して行うものとし、コード決済事業

者等およびゲートウェイ事業者に対して直接の問い合わせは原則として控えるものと

します。 
２．加盟店は、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者への連絡、コード決済事業者

等およびゲートウェイ事業者からの連絡について、当社が窓口になることにあらかじ

め承諾するものとします。ただし、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者から

加盟店に対して直接の連絡がなされる場合もあることを承諾するものとします。 
 
第４２条（通知） 
１．コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者は、加盟店に対して行う各種通知を、加

盟店に対して直接行う場合には、加盟店が予め当社に届出たメールアドレス宛の電子

メール（以下「通知メール」という。）により行うものとし、加盟店はこれに予め同意

するものとします。 
２．前項に基づき通知された通知メールは、コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者

の送信用電子計算機から発信された時点で到達したものとみなします。 
３.コード決済事業者等およびゲートウェイ事業者から通知された通知メールがデータ化け

等により読み出し不能な場合には、加盟店は直ちにコード決済事業者等およびゲート

ウェイ事業者に連絡するものとします。 
４．コード決済事業者等またはゲートウェイ事業者が加盟店宛てに書面等を送付する場合



であって、加盟店が当社に対して届け出た住所宛に送付した場合、当該書面等が不着・

延着になったとしても、当該書面等は通常到達すべき時に到着したものとみなすこと

とし、加盟店は予めこれに同意します。 
 
第４３条（本規約に定めのない事項） 
本規約に定のない事項等については、加盟店と当社で誠意をもって協議のうえ解決するも

のとします。 
 
第４４条（準拠法） 

本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。 

 
第４５条（専属的合意管轄裁判所） 

加盟店と当社との間でやむを得ず訴訟を必要とする場合は、訴額に応じて東京簡易裁判所

または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
2022年 9月 20日  制定 
2023年 4月  1日  改定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 コード決済サービス、およびコード決済事業者、ゲートウェイ事業者の定める規約等 
コード決済サービス 
（コード決済事業者） 

コード決済サービス規約 

stera code 
（三井住友カード株式会社） 

stera code 加盟店規約 
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/index.jsp 

楽天ペイ 
（楽天ペイメント株式会社） 

楽天ペイ（実店舗決済）アプリ決済加盟店規約 
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/responsive/pdf/smbc-

card_rakuten_pay.pdf 

d 払い 
（株式会社 NTTドコモ） 

サービスガイドライン※当社より加盟店宛に必要に応じて別途提示 

PayPay 
（PayPay株式会社） 

PayPay 加盟店規約 
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-terms/ 

PayPay 加盟店ガイドライン 
https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-guideline/ 

メルペイ 
（株式会社メルペイ） 

加盟店規約（外部加盟店用） 
https://www.merpay.com/merchant/terms/ 

auPAY 
（KDDI株式会社） 

auPAY 加盟店規約 
https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/ 

ゆうちょ Pay 
（株式会社ゆうちょ銀行） 

ゆうちょ Pay パートナー規約 
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kitei/kti_index.html 

Bank Pay Bank Pay 取扱い規約（三井住友カード株式会社） 
https://www.smbc-card.com/content/dam/smcc/jp/ja/kamei/kiyaku/smbc-

card_kiyaku_bankpay.pdf 

 
Bank Pay 加盟店規約（日本電子決済推進機構） 
https://www.smbc-card.com/content/dam/smcc/jp/ja/kamei/kiyaku/smbc-

card_kiyaku_bankpay_shop.pdf 

 
 


